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給油所･あぐりプラザの終業時刻の変更について 

 

 日頃、ＪＡ事業につきましては、特段のご協力を賜りありがとうございます。 

 さて、全従業員を対象に職場内教育の充実を図る目的から、従業員研修会を 

1 月１6 日（金）業務終了後開催いたします。研修会を通して、従業員の意識改革及

び職場の活性化を図りながら、今後のＪＡ事業に対応してまいりたいと存じます。 

また、研修会終了後、懇親会を設けながら、福利厚生として従業員の士気高揚を図

るとともに、組合員・利用者サ－ビス向上の充実、強化に努めてまいります。 

 つきましては、利用者の皆さまには、終業時刻を変更することにより、大変ご不便、

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようよろしくお願い申しあげ

ます。 

 

記 

 

１．と き    令和８年１月１６日（金） 

 

２．対 象    給油所・あぐりプラザ 

 

３．終 業 時 刻 ○給油所      午後 5 時 00 分 

○あぐりプラザ   午後５時 00 分 

 

 

以 上 


